
●スポーツに関する事務の移管について（関係法令）

１ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律【抜粋】

（教育委員会の職務権限）

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるも

のを管理し、及び執行する。

一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関（以下「学校その

他の教育機関」という。）の設置、管理及び廃止に関すること。

二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産（以下「教育財産」

という。）の管理に関すること。

三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関すること。

四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関する

こと。

五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指

導に関すること。

六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。

七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福

利に関すること。

十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

十一 学校給食に関すること。

十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。

十三 スポーツに関すること。

十四 文化財の保護に関すること。

十五 ユネスコ活動に関すること。

十六 教育に関する法人に関すること。

十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。

十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に

関すること。

（長の職務権限）

第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する

事務を管理し、及び執行する。

一 大学に関すること。

二 幼保連携型認定こども園に関すること。

三 私立学校に関すること。

四 教育財産を取得し、及び処分すること。

五 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

六 前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。
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（職務権限のÎÏ）

第二十三条 前二条の規定にかかÐÑÒ、地方公共団体は、前条各号に掲げるもののほか、条

例の定めるところにより、当該地方公共団体の長が、次の各号に掲げる教育に関する事務の

いずれか又は全てを管理し、及び執行することとすることができる。

一 スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。

二 文化に関すること（文化財の保護に関することをÓÔ。）。

２ 地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該地方公共団体

の教育委員会の意見を聴かなければならない。

２ スポーツ基本法【抜粋】

（地方スÕÖ×ØÙ計Ú）

第十条 ÛÜÝÞ及びß（Îà区をáâ。以下ãä。）åæの教育委員会（地方教育行政の組織

及びçèに関する法é（êë三十一年法é第ì六十二号）第二十三条第一項の条Ïの定íる

とこîにïðその長がスÕÖ×に関する事務（学校における体育に関する事務をÓÔ。）を管

理し、及び執行することとñòó地方公共団体（以下「Î定地方公共団体」という。）にôõ

öは、その長）は、スÕÖ×基÷計Úをøùしö、その地方のúûにüしóスÕÖ×のØÙ

に関する計Ú（以下「地方スÕÖ×ØÙ計Ú」という。）を定íるïうýíるものとする。

Í Î定地方公共団体の長が地方スÕÖ×ØÙ計Úを定í、þはこòをÿĀしïうとするとā

は、ôÑかäí、当該Î定地方公共団体の教育委員会のĂăをĄかąけòĆąÑąい。

（スÕÖ×ØÙ委員）

第三十二条 ßåæの教育委員会（Î定地方公共団体にôõöは、その長）は、当該ßåæに

おけるスÕÖ×のØÙに係る体制の整備をćるóí、社会ĈĉĊがôð、スÕÖ×に関する

ċい関Čと理čをĎし、及び次項に規定する職務を行うのにďĐąđĂとĒēをĎするĔの

ĕかÑ、スÕÖ×ØÙ委員を委Ėするものとする。

Í スÕÖ×ØÙ委員は、当該ßåæにおけるスÕÖ×のØÙのóí、教育委員会規ė（Î定

地方公共団体にôõöは、地方公共団体の規ė）の定íるとこîにïð、スÕÖ×のØÙの

óíの事業のú施に係る連Ę調整並びにę民にĚするスÕÖ×のúěの指導その他スÕÖ×

に関する指導及びĜĝを行うものとする。

（ĞÊ会ğĠのġĢğ）

第三十五条 ģþは地方公共団体が第三十三条第三項þは前条の規定にïð社会教育関係団体

（社会教育法（êë二十四年法é第二ì七号）第十条に規定する社会教育関係団体をいう。）

でôるスÕÖ×団体にĚしĤĜĥをĦħしïうとするĨÉには、ôÑかäí、ģにôõöは

文ĩ科学大Īが第九条第二項の政īで定íるĞÊ会ğの、地方公共団体にôõöは教育委員

会（Î定地方公共団体におけるスÕÖ×に関する事務（学校における体育に関する事務をÓ

Ô。）に係るĤĜĥのĦħにĬいöは、その長）がスÕÖ×ØÙĞÊ会ğその他のÉÊ制の機

関のĂăをĄかąけòĆąÑąい。このĂăをĄいóĨÉにおいöは、ã法第十三条の規定

にïるĂăをĄÔことをĐしąい。


